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イデオロギー
［独］

「イデオロギー」というドイツ語の原語はフランス語の「イデオロジー」であ
り，観念（イデア）を分析する理論（ロゴス）という意味でこの用語を発案したの
はデステュ・ド・トラシー（1754-1834）である．彼は貴族出身だがフランス革命期
の国民議会議員となり，後に学士院会員として近代的な高等教育制度の確立に尽
力した．主著に，観念は感覚に由来するとする感覚主義の立場で哲学から政治経
済学までを論じた『観念学要論（Éléments d’idéologie）』全 5部（1801-15）がある．
トラシーを中心とする「観念学者（ideologue）」は，観念が社会生活の根底にあ
ると考え，自由と合理的な政治を実現するためには科学的知識を教授する体系的
な教育が必要だとして，高等師範学校や理工科学校などのエリート教育機関を創
設した．ナポレオン（1769-1821）は当初彼らに好意的だったが，後に彼らが帝政
を批判するようになると観念学を危険視し，軽蔑的な意味を込めて「イデオローグ
どもの教理」を「空理空論」と批判した．こうして，懐疑的で分析的な学問を指す
用語が，抽象的で非現実的な「学者の空論」を指す非難語へと転換するのである．
●マルクスのイデオロギー論 この用語の現代的な意味はK. マルクス（1818-83）
に始まる．彼は 1844 年夏にトラシーの『観念学要論』第 4部・第 5部を読んでお
り，その翌年からF. エンゲルス（1820-95）と共同で『ドイツ・イデオロギー』と
題した草稿を執筆した．ここでは当時のヘーゲル学派が「ドイツのイデオローグ
たち」，ドイツ観念論哲学が「イデオロギー」と呼ばれており，「ほとんどすべての
イデオロギーは人間の歴史の歪んだ把握か，あるいは人間の歴史からのまったく
の抽象か，どちらかに帰着する」のに対して，分析すべき歴史の現実的な諸前提は
「物質的な生活諸条件」だとされる．したがって，ここで問題なのは「唯物論的な見
方と観念論的な見方との対立」（マルクス／エンゲルス 1845-46：202）であり，後者
がイデオロギーと名指されているのである．この用法は「学者の空論」に近い．
しかし，『経済学批判』序言では，マルクスは，社会を建物にたとえれば，人間
の生産諸関係の総体からなる経済的構造が建物の「土台」であり，法律や政治体
制などは「上部構造」で，人間の社会的意識もこの「土台」に対応している，と
説明する．そして，社会変革の時代には「経済的生産諸条件における物質的な変
革」と「人間がその中でこの衝突を意識し，それを闘い抜く形態である，法的，
政治的，宗教的，芸術的あるいは哲学的な諸形態，簡単にいえばイデオロギー的
な諸形態」とを区別しなければならない，と述べている（マルクス 1859：6-7）．
したがって，ここでは観念論的な見方に限らず，経済的諸条件に対応した「一定
の社会的意識諸形態」そのものがイデオロギーだとされている．しかも，それは

人間の客観的な社会的存在を常に認識し損なうものだと想定されている．
具体的に同時代のフランスを分析した『ルイ・ボナパルトのブリュメール 18
日』では，マルクスは，土地所有貴族や金融貴族，工場経営者や小商店主，分割
地農民や賃金労働者などを取り上げ，「所有の，生存条件の異なる形態の上に，独
自に形作られた異なる感性，幻想，思考様式，人生観といった上部構造全体がそ
びえ立つ」（マルクス 1852：62-63）と述べていた．つまり，イデオロギーは特定
の階級ごとに異なるのである．
こうしてマルクスは，特定の階級や党派が表明する言説としてのイデオロギー

と，彼らが物質的生活諸条件に規定されてせざるを得ない実際の行動とを区別
し，後者の分析を自らの課題とした．さらにマルクス以後のマルクス主義は，敵
対する階級や党派の考え方や主張が彼らの現実の利害関心を隠蔽する「偽りの意
識」であることを強調する批判語として，イデオロギーという言葉を多用した．
●階級意識とイデオロギー 20 世紀に入って，ルカーチ・ジェルジ（1885-1971）
は 1923 年の『歴史と階級意識』で，「自分の社会的・歴史的な経済状態について
の，階級的に規定された無意識」である「階級意識」が，どのようにして「事実上
の心理学的意識状態」を超えて意識されるようになるか，という問題を提起した．
彼によれば，労働者の意識は資本主義的物象化の中で「商品の自己意識」となって
おり，現在の経済的環境を「自然な」ものだと思いこんでいる．この事態を彼は
「プロレタリアートのイデオロギー的な危機」（ルカーチ 1923：506）と呼んだ．
それを受けて，「ブルジョア的イデオロギー」を批判するマルクス主義そのもの
を一つのイデオロギーとして分析対象とする，より包括的なイデオロギー論を構
築したのが，カール・マンハイム（1893-1947）である．彼は 1929 年の『イデオ
ロギーとユートピア』で自らの立場を「知識社会学」と名づけ，「あらゆる生きた
思想は存在に拘束されている」と主張して，イデオロギーを「存在に拘束された
思考」（マンハイム 1929：158）と再定義した．そして，さまざまな理念を「主体
の存在位置の函数」とみなすことで，イデオロギーの主要な類型の分類を行った．
そのような相対主義的分類を超えてイデオロギーをめぐる階級間の力関係を改め

て問題にしたのが，ルイ・アルチュセール（1918-90）である．彼は1970年の論文で
「イデオロギーは物質的存在をもつ」と主張し，アントニオ・グラムシ（1891-1937）
が 1931年に書き残した「支配階級の政治的・文化的ヘゲモニー装置」という概念を
「国家のイデオロギー諸装置」と言い換えた（アルチュセール 1970）．彼によれば，
支配階級のイデオロギーは，学校，家族，宗教組織，政治組織，組合，メディア機関
などの諸装置を通して個々人に教え込まれている．しかし，そこには常に抵抗が存
在するのであり，そこに階級闘争の反響をみることができるという．こうしてイデ
オロギーという概念は，「無意識」の問題や，広い意味での教育やメディアを通した
「アイデンティティ」形成の問題に接続することになる． [植村邦彦]
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デモクラシー論の展開
[英]

第二次世界大戦後における欧米や日本のデモクラシーは，「リベラル・デモクラ
シー（liberal democracy）」として類型化されることが多い．（1）市場経済を前提
として，（2）憲法による権利保障のもとで，（3）議会への代表をめぐり複数の政
党間で競争が行われる，というモデルである．有権者の支持をめぐって互いに競
争し合う政治家が選挙を通じて在任期間中の正統性を得るというモデルである．
一般の有権者は，政策内容を評価しうるだけの関心や情報はもたないものの，ど
の候補者に票を投じるべきかについては判断することができる，という J. シュン
ペーターの議論がその背景にある（シュンペーター 1942）．このモデルは，有権
者の多数意思を選挙によって特定する集計デモクラシー（aggregative democra-
cy）として特徴づけられる．こうしたデモクラシーの理解に対して，1960 年代末
頃から，参加デモクラシー（participatory democracy）の考え方がC. ペイトマン
らによって示された（ペイトマン 1970）．これは，労働者による自主管理や同時
代に現れた新しい社会運動などとも連携しながら，市民が，選挙の際に限らず，
日々の政治過程に能動的に参加すること，それを通じて自己統治をできるだけ実
質化していくところにデモクラシーの価値をみる議論である．
●熟議デモクラシー／闘技デモクラシー 1980 年代末頃から，熟議デモクラシー
（deliberative democracy）と呼ばれるデモクラシー理解が活発に論じられるよう
になった．この議論の展開を主導したのは J. ハーバーマスや J. コーエンである
（ハーバーマス 1992；Cohen 2009）．熟議デモクラシー論の主要な特徴は，民主的
な意思形成を法や政策を正当化する理由の検討によって媒介されたものにするこ
とにある．集計デモクラシーが市民の意思を所与のものとして扱うのに対して，
熟議デモクラシーでは，公共的な議論を通じて，理由の交換・検討が行われ，そ
れを通じて市民の意思（選好）そのものも変容することが重視される．意思決定
を正統化する力は，意思それ自体というよりもそれが形成される手続きにある，
とみられるのである．
その後，熟議デモクラシーは理論的に洗練されるとともに，市民による実践や

研究者による実験を通じて検証されるようになった．市民を代表する人びとが争
点（主題）に関して十分な情報と少人数による対話の機会を得た場合に，どのよ
うに意思を形成するか．それをめぐる実践や実験は，「ミニ・パブリックス（mini-
publics）」と総称されている．ランダム・サンプリングによって市民の代表を選
ぶ「討論型世論調査（deliberative poll）」もその一つです（フィシュキン 2009）．
熟議デモクラシー論が法や政策を正当化する理由の検討を重視するのに対し

て，抗争（アゴーン）の契機を重視するのが「闘技デモクラシー（agonistic
democracy）」と呼ばれる立場である．闘技デモクラシー論は，熟議を通じた合意
形成というよりも既存の合意に対する異議申し立てが排除や周辺化のないデモク
ラシーを可能にする，と考える．例えば，C. ムフは，デモクラシーを活性化する
ためには，対抗軸を形成して市民の感情にはたらきかけ，それを動員することが
不可欠であるとする（ムフ 1993）．抗争の契機を重視する闘技デモクラシーも，
リベラル・デモクラシーの制度を肯定しており，それを根底から覆そうとするも
のではない．
●デモクラシーの正当化 参加・熟議・闘技デモクラシー論などが，「どのような
デモクラシーが望ましいのか」についての議論であったとすれば，それとは対照
的に，近年のそもそも意思形成-決定の手続きとして「なぜデモクラシーが望まし
いのか」という議論が活性化してきている．その代表的な論者としては D. エス
トランドがあげられる（Estlund 2008）．この議論は，一方では優れた知的能力を
もつとされる知者の支配（epistocracy），他方では民主的な意思形成に非合理的
な歪みをもたらす愚者の排除に対して，デモクラシーそれ自体を正当化する探求
に取り組んでいる．民主的な意思形成手続きのもつ非道具的価値（包摂・平等・
自律など）に訴えてデモクラシーを擁護するのか，それが認知的にみてより「正
しい（correct）」決定内容を導くという道具的価値に訴えてデモクラシーを擁護
するのか，それとも双方を重視するのかをめぐって論争が続けられている．
●ポピュリズムと代表 現実の政治に眼を向ければ，今世紀に入る頃から，「ポ
ピュリズム（populism）」と呼ばれる思潮が世界の各地に現れている．これは，移
民の排斥，扉用や福祉の回復，既得権益やエリート支配の打破などを訴えて，現
状にいだかれる不満・憤懣を動員する政治である．それが権威主義体制へと移行
するケースも東欧などで現れている．ポピュリズムについては，それをデモクラ
シーのひとつの形態としてみるのか，それとも反民主的なものとしてるのかにつ
いては意見が分かれている．先にあげたムフらは，それを代表されてこなかった
者の声を代表させる回路をつくり出すものとしてみるのに対して，Y.-W. ミュ
ラーらは，「反多元性」をポピュリズムの本質的特徴としてとらえ，それを反民主
的であるとして批判する（ミュラー 2016）．
代表（representation）とは何かという間いをめぐる議論もまた近年活性化し
てきている．代表については，H. ピトキンの『代表の概念』という古典的研究が
あるが，近年の議論は，選挙を通じた代表形態の多元性や選挙以外の代表の形態
に注目している．代表の欠損は，ある国家や国際機関の決定がグローバルな影響
をもつ国際社会においても指摘されており，一国単位のデモクラシーを越えて，
国際的に影響を及ぼすような意思決定をどのように民主的にコントロールできる
かについて議論が深められつつある． [齋藤純一]
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リスク社会
[独] [英]

1986 年，ドイツの社会学者ウルリッヒ・ベック（1944-2015）は『リスク社会』
という著書を出版した．折りしもこの年は，チェルノブイリ原子力発電所の大事
故や，スペースシャトル「チャレンジャー号」の墜落事故などが起こっており，
科学技術の発展に対する懐疑的な見方が広がりつつあったことから，同書は学術
界のみならず一般社会においても大きな関心を呼んだ．こうして，「リスク社会」
に関する議論が各方面で惹起され，現在に至るまで，幅広く，人文・社会科学の
多分野に影響を与えてきたといえる．ここでは，このベックの提示した当初の議
論を中心に，その概要を紹介する．
●「リスク社会」の出現 いうまでもなく，人類社会が何らかの意味で危険性を
伴っているのは，現代に特有なことではない．むしろ近代以前の方が，飢饉や流
行病，災害など，さまざまな危険性と隣り合わせであったといえる．ではなぜ今
が「リスク社会」であるとベックは主張したのだろうか．まず彼は，近代の初期
を産業社会（industrial society）と規定する．そこでは，富（wealth）の生産と分
配に人びとは関心をもち，もっぱら不平等の解決が社会的課題の中心であった．
20 世紀における共産主義や社会主義の台頭も，その点ではこの産業社会における
現象であったと考えられるだろう．しかし近代化が進んでくると，人びとは富の
拡大よりも，そこに付随する「リスク」の発生に注目するようになる．これに
よって，モノの生産からリスクの処理へと，社会の中心的な課題がシフトした
「リスク社会（risk society）」が出現すると彼は主張したのである．
ベックは，社会がそのような段階に至る条件として，大きく二つをあげている．

一つは，「人と技術の生産性の向上，そして，法的並びに福祉国家的な保護と規制
により，客観的にみれば，本当の物質的貧困は軽減され，社会から取り除かれる」
ことである（Beck 1992：19）．これは，近代化が一定程度達成されて初めて，人び
との認識がリスクへと向かうという側面について述べている．そしてもう一つ
は，「近代化のプロセスにおいて，生産力が指数関数的に増大するとともに，ハ
ザードと潜在的な脅威が，かつてないほど著しく顕在化する」ことであると指摘
した（同書）．ここで彼が強調しているのは，近代化そのものが，むしろ新たな危
険性を生み出すという，近代批判的な視点である．
さらにその背景には，「再帰的近代化」と呼ばれる状況がある．これは一言でい

えば，すでに近代化されたものが，再度，近代化の対象となってしまうことであ
る．例えば地球温暖化問題は，いわば「近代化のプロジェクト」の結果として生
じた新たなリスクである．そして私たちは，科学技術や国際政治などの近代的な

アプローチによって，この問題に対処していくことを余儀なくされる．だがそれ
らの解決策すらも，また新たなリスクを派生させてしまうかもしれない．事実，
石油に代わるエネルギー源についての議論は，しばしば深刻な意見対立を生む．
また，リスクの原因は科学技術だけでなく，社会制度にも求められる．例えば

私たちは近代化のプロセスにおいて，古い因習を打破し，個人の権利を拡大する
努力を続けてきた．だがその結果，家族や労働に関する新たな問題が続発してい
るのは，周知のとおりである．私たちはこれらの課題を，再度，近代的な方法で
解決しようと奮闘している．このように，近代自体が高度化し，再帰的な段階に
入ったことにより，いたるところでリスクが社会的課題となったと考えられるの
だ．
●リスク社会の特徴 このような再帰的近代におけるリスクの性格を，彼は詳細
に議論しているが，その一部を紹介しておこう．まず，彼は「貧困は階級的で，
スモッグは民主的」（Beck 1992：36）という言葉で，新しい時代のリスクを表現す
る．これは，環境問題は，貧富の差とは基本的には関係なく，等しく人類にリス
クを及ぼすということを意味している．また，地球環境問題のようなグローバル
なリスクは，かつての公害問題とは異なり，加害者と被害者の区別が曖昧になる
傾向をもつ．すなわち，誰もが加害者であり，また被害者であるというのが，リ
スク社会の特徴なのである．彼はこれを「ブーメラン効果」と呼ぶ．それはあた
かも天に唾するように，リスクを発生させた私たちのところに，リスクがまた
戻ってくるからである．
だが彼は，それによってリスクに関する不平等が解決するというような，楽観

的な予想はたてない．例えば，リスクは国境を越えてグローバル化していくが，
それは南北間格差を拡大する方向に作用するだろうと彼は予想する．さらにリス
クの不平等は，国家だけの問題ではなく，結局は個人に帰着されるということも
彼は明確に予見していた．すなわち，かつての福祉国家の時代においては「社会
的なもの」と理解されていた，例えば結婚や就職，病気や老いなどに伴うさまざ
まなリスクも，「個人の自由意思に基づく選択の結果」とみなされる傾向が強まる
だろう，というのである．この趨勢は「リスクの個人化」と呼ばれ，本邦でもま
すます強まっていると考えられる．例えば，近年の「自己責任」論の拡大も，そ
のことの一つの表れととらえることは可能だろう．
このように，ベックの提示した見立ては，大局的な視点からの，時代状況に対

する警鐘として機能したと考えられる．だが一方で彼の議論は，社会理論として
体系化していくという方向性とは，あまり馴染まなかったといえるかもしれな
い．だがそれでも，さまざまな分野を架橋する力をもった彼の言葉は，依然とし
てアクチュアリティをもっており，リスク社会論は現代社会を理解するうえで，
無視できない重要な鍵概念の一つとなったことは間違いないだろう． [神里達博]

りすくしゃかい 第3章
環境の変化と権力の再編

第Ⅴ部 近代の転換
──20 世紀後半から 21 世紀へ りすくしゃかい


